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【第３０報】新型コロナウィルス感染症に対する対応について（通知） 

 

令和３年８月１６日付け【第２９報】新型コロナウィルス感染症に対する対応において、８月

３１日（火）までの部活動等及び学校施設の利用を休止としたところですが、依然として感染が

拡がっております。 

つきましては、９月１日（水）から９月１２日（日）までの期間の部活動等及び学校施設の利

用を下記のとおりとしますので、各学校での対応及び貴所属職員への周知をよろしくお願いしま

す。 
 

※本通知は令和３年９月１２日（日）までの期間についてのものです。 

 

記 

 

１ 部活動等（スポーツ少年団含む）について ※県が緊急事態宣言を発令している期間 

（１） ９月１日（水）～９月１２日（日）までの期間は、引き続き活動を休止する。 

ただし、全国大会に派遣が決定している競技に限り、大会２週間前から学校長の許可の下、

平日９０分以内（早朝練習なし）、土日休日は２時間以内、必要最小限の人数で練習する

ことができる。 

※練習試合や合同練習は行わない。部活動前後での集団での飲食は控え、終了後は速やか 

な帰宅を促す。 

 

２ 学校施設（体育館等）の利用について ※県が緊急事態宣言を発令している期間 

（１） ９月１日（水）～９月１２日（日）までの期間は、引き続き利用を休止する。 
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